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居 宅 介 護 支 援 重 要 事 項 説 明 書 

 

 

１．法人の概要 
法 人 名 称      社会福祉法人 福寿会 
代表者職氏名       理事長      南 眞次 
所 在 地  石川県白山市山島台４丁目１００番地 

 

２．当センターの居宅介護支援の目的と方針について 
（社会福祉法人福寿会が経営する指定居宅介護支援事業所運営規程より） 
・事業目的 
事業所の介護支援専門員が要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状

況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適
切に利用できるよう、計画を作成するとともにサービスの提供が確保されるよう居宅サ
ービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的と
します。 
・運営方針 
①要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことが出来るように配慮します。 

②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、
適切な保健、医療または福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に
提供されるよう配慮します。 

③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される
サービスが特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよ
う公正、中立に行うものとします。 

④関係市町、他の指定居宅介護支援事業所、居宅サービス提供事業者、介護保険施
設、地域包括支援センターとの連携に努めるものとします。 

 

３．事業所の概要 
（１）事業所の指定番号およびサービス提供地域 
事 業 所 名 居宅介護支援センター剣崎 
所在地    電話番号    石川県白山市剣崎町 1484番地 076-275-1110 
介護保険事業所番号 1772200349 
サービスを提供する地域 白山市 
（2）職員の概要（Ｒ6年 4月 1日現在） 

職種 職員数 勤務形態 職務内容 
管理者 １人 常勤兼務 業務の一元的な管理 
介護支援専門員 １人以上 常勤専従 居宅介護支援の提供・要介護認定調査 
（３）営業日及び営業時間 
営 業 日 月曜日～金曜日 
営 業 時 間 午前 8時 15分～午後 5時 15分 

休 業 日 
土曜日、日曜日、祝祭日（成人の日、海の日、山の日、敬老
の日、スポーツの日を除く）及び 1月 1日から 1月 3日 

24時間連絡体制 
当事業所の介護支援専門員が、携帯電話(090-6818-2476）
により常時連絡可能な体制をとっています。 
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４．居宅介護支援の内容  
①居宅サービス計画作成依頼受付 

     初回の相談依頼を受けて、利用者、家族と面談します。  

②重要事項説明書による説明・同意、契約の締結 

③利用者の状態把握・課題分析 インターライ方式（MDS-HC方式） 

利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して行います。 

利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境

等の評価を通じて利用者が現に抱える問題を明らかにし、利用者が自立した日常

生活を営むことができるように支援するため解決すべき課題を把握します。 

④居宅サービス計画原案作成 

利用者及び家族の希望並びに把握した課題に基づき、当該地域における指定居

宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時

期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案

を作成します。 

⑤サービス担当者会議の開催 

利用者が要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定等を受けた場合にお

いては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービ

ス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めま

す。 

   ⑥居宅サービス計画を利用者へ説明、同意、交付 

利用者又はその家族等に対し、サービスの種類内容、費用等について説明し、文

書により利用者の同意を得ます。また居宅介護サービス計画を作成した際には、

居宅サービス計画を利用者に交付します。 

   ⑦モニタリングの実施 

     居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス

事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把

握および利用者の課題把握を行います。 

少なくとも月 1回、利用者宅を訪問し、利用者に面接します。 

少なくとも月 1回、実施状況の把握の結果を記録します。 

   ⑧居宅サービス計画の変更 

利用者の状態が変化した場合等には、実施状況の把握を行い、必要に応じて居

宅サービス計画の変更や連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

   ⑨居宅介護支援に係る事業所の義務について 

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ 

め、居宅サービス計画書が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもの 

であり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること、及び当 

該事業所を居宅サービス計画書に位置付けた理由を求めることができます。 

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する

必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診

療所に伝えるよう協力を求めます。 

・介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を 

受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況そ 
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の他の利用者の心身又は生活状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者 

の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。 

※「主治の医師」は、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師  

に限定されません。 

・介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ 

スの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治 

の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めます。特に、訪

問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療機関からの退院

患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院

中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サ

ービス計画を作成します。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス

計画書を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。 
・介護支援専門員は、利用者又はその家族に対し、前六月間に作成された居宅サ
ービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型
通所介護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計
画の数が占める割合、前六月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられ
た訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業所または指定地
域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、
理解を得るように努めます。 

 

５．利用料金 
（1）利用料 
要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありま
せん。 
但し、介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険よりサービス利用料金の受領
が出来ない場合は、介護保険法等に基づいて定める費用を実費負担分として、請求
する場合があります。 

※居宅介護支援費 
① ・要介護１・２   １０，８６０円/月 

・要介護３・４・５  １４，１１０円/月 
②加算を算定した場合 
・初回加算 ３，０００円/月（対象月のみ） 
・特定事業所加算（Ⅰ）           ５，１９０円/月（利用者 1人につき） 
・特定事業所加算（Ⅱ）            ４，２１０円/月（利用者 1人につき） 
・特定事業所加算（Ⅲ）            ３，２３０円/月（利用者 1人につき） 
・特定事業所加算（Ａ ）            １，１４０円/月（利用者 1人につき） 
・特定事業所医療介護連携加算    １，２５０円/月（対象月のみ） 
・入院時情報連携加算（Ⅰ）        ２，５００円/月（対象月のみ） 
・入院時情報連携加算（Ⅱ）        ２，０００円/月（対象月のみ） 
・退院・退所加算  （対象月のみ） 
 カンファレンス参加 無 カンファレンス 参加 有 
連携 1回 ４，５００円 ６，０００円 
連携 2回 ６，０００円 ７，５００円 
連携 3回    ９，０００円 
・通院時情報連携加算         ５００円/月（対象月のみ） 
・緊急時等居宅カンファレンス加算  ２，０００円（１月に２回が限度） 
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・ターミナルケアマネジメント加算   ４，０００円/月（対象月のみ） 
 
（2）交通費 
前記の３の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

（3）解約料 
料金は一切かかりません。 

 

６．サービスの利用方法  
（１）サービスの利用開始 
契約を締結したのち、サービスの提供を開始することとなります。 

（2）サービスの終了 
①利用者の都合でサービスを終了する場合 
７日以上の予告期間および文書による申し出によって解約できるものとします。 

②当事業所の都合でサービスを終了する場合 
やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がありますが、
その場合は、利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないように十分に配
慮するものとします。 
③自動終了 
以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。 
ア．利用者が介護保険施設に入所された場合 
イ．利用者の要介護認定区分が要支援または、非該当（自立）と認定された場合 
ウ．利用者が亡くなられた場合 
④その他 
当事業者は正当な理由なく業務の提供を拒否致しません。 

※正当な理由とは、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと

等により要介護状態等の程度を増進させたと認められる場合や偽りとその他不

正の行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合になります。 

※以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を関係市町

に通知させていただきます。 
また、利用者や家族などが当事業所や当事業所の職員に対して本契約を継続し
難いほどの不正及び背信行為、身体的暴力や精神的暴力等のハラスメント行為並
びにセクシャルハラスメント行為を行った場合、その理由を記載した文書の提示を
することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。 

（3）介護支援専門員の変更 
介護支援専門員の変更を希望される場合は､利用者等と事業所とで協議のうえ､変
更ができるものとします。 
 

７．サービス内容に関する相談・苦情 
利用者及び家族からの苦情を受けた場合には、苦情の内容等を記録します。また市町
村又は国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合において、市町村又
は国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、改善の内容を市町村又は国民
健康保険団体連合会に報告します。 
利用者は、いついかなるときにおいても苦情の申し立てを行うことができ、また、苦情の
申し立てを行うことにより、事業所及びサービス事業所は一切、不利益な取り扱いを致
しません。 
※相談窓口、苦情対応 
○サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 
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居宅介護支援センター剣崎 
相談・苦情窓口 

電話番号  （０７６）２７５－１１１０ 
FAX     （０７６）２７５－６９２５ 
担当     石田 小百合 
対応時間  午前８時１５分～午後５時１５分 

○公的機関において、次の機関に苦情申し立て等ができます。 
白山市  健康福祉部  長寿介護課   電話番号 （０７６）２７４－９５２９ 
石川県  国民健康保険団体連合会    電話番号 （０７６）２３１－１１１０ 

 

８．サービス提供の記録など 
事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の

日から５年間保存します。また、利用者の求めに応じて開示します。 
 

９．秘密の保持について 
（1）当事業所は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びご家族に関する秘密及び

個人情報については、正当な理由がない限り、契約中および契約終了後においても
第三者には漏らしません。 

（2）当事業所の従業者であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及
びご家族の秘密を漏らしません。 

（3）当事業所では、利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議で
必要がある場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で利用
者又はご家族の個人情報を用います。 

 
１０．虐待・身体拘束の防止について 

当事業者は利用者の人権の擁護、虐待・身体拘束防止等のために、次に揚げるとおり  
必要な措置を講じます。 

   (1) 虐待・身体拘束の防止に関する責任者を選定しています。 
虐待・身体拘束防止に関する責任者：中村 真佐子 

   (2) 成年後見人制度の利用を支援します。 
   (3) 苦情解決体制を整備します。 
   (4) 従業員に対して、虐待・身体拘束防止を啓発・普及するための研修を定期的に実

施します。 
   (5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（家族・親族・同居人等）による

虐待・身体拘束を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを
白山市に通報します。 

 
１１．非常時対策 
（1）感染症 

感染症に備え必要な設備を備えるとともに別途定める「感染症・食中毒の予防及びま
ん延の防止の為の指針」に基づき、感染症や食中毒の予防及び蔓延防止に努めま
す。また万が一、クラスターが発生した場合でも、業務を継続的に実施、再開するた
めの計画（事業継続計画）を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなど
の措置を行います。 

（2）非常災害 
非常災害に備え必要な設備を備えるとともに、常に関係機関や地域住民との連絡を
密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従
業者の訓練を行います。併せて災害時に業務を継続的に実施、再開するための計
画（事業継続計画）を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催します。 
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12緊急時の対応 
サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主
治医や協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 
13事故発生時の対応等 
当事業所は、居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者
の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及
び事故に際してとった処置について記録します。賠償すべき事故が発生した場合には、
その損害を賠償します。但し、事業所の責に帰さない場合については、この限りではあ
りません。  

 

14第三者評価について 

  第三者評価につきましては受審していません。 
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居宅介護支援のサービス提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事
項を説明しました。 

 

説明日   令和    年    月    日 
 

住  所       石川県白山市剣崎町 1484番地 
事業所       社会福祉法人 福寿会 

居宅介護支援センター剣崎        ㊞ 
 

説明者・担当者  介護支援専門員                ㊞ 
 

私は、本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、内

容に同意いたします。 

利用者 
 

住  所                                     
 

 

 

氏  名                               ㊞ 

 

家 族 
 

住  所                                      
 

 

 

氏  名                 ㊞ (続柄        ) 

 

上記代理人（代理人を選任した場合）  
 

 

住  所                                      
 

 

 

氏  名                 ㊞ (続柄        ) 
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